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●法律対応により何を
実現するのか？

改正労働基準法が施行されて 4

ヵ月が経過しました。今回の法改

正にあたり，経営者・人事担当者

の方々はどういったスタンスで，

何を目的として自社の人事制度改

定に臨まれたでしょうか。

改めて改正法のポイントを確認

すると，唯一「月60時間超の時間

外労働に対する割増賃金率の引き

上げ」だけが対応を義務付けられ

ており（中小企業については 3 年

の猶予後再検討），「時間外労働の

限度基準を超える時間外割増率の

引き上げ」は努力義務，「代替休

暇」「時間単位年休」の制度導入

については労使の判断によること

となっています。導入を見送る企

業もまだまだ多いようですが（労

務行政研究所の調査では，昨年10

月の段階で代替休暇導入予定の企

業は 9 ％，時間単位年休について

は16％。労政時報第3762号より），

いくつかの制度を導入した企業に

は何らかの実現したい「テーマ」

があったものと思います。

「長時間労働者の割合の高止ま

り等に対応し，生活時間を確保し

ながら働くことができるようにす

るため，労働時間制度の見直しを

行う」（厚生労働省）とあるよう

に，長時間労働の抑制，あるいは

ワークライフ・バランスの推進を

趣旨として今回の法改正はなされ

ました。「何を今さら」と思われ

るかもしれませんが，これらの趣

旨を十分に理解し，「効果性のあ

る制度を策定できた」と自信を持

って言える企業は案外少ないので

はないでしょうか。

●経営者・人事担当者の
役割を改めて確認する

改正法の要件に沿った就業規則

の改定を行っただけで「期待する

効果」が得られるかどうか，疑問

が残ります。本来求められるのは

経営トップが先頭に立って長時間

労働抑制のメッセージを社員に発

信することであり，一連の改正法

は，そのためのツールです。そし

て人事担当者の役割とは，それら

ツールの効果的な活用方法を検討

することではないでしょうか。

こう言うと経営者・人事担当者

の方々が単にサボっているように

も聞こえますが，そうではなく，

改正法の内容自体にも悩ましい点

が存在していることを確認してお

きたいと思います。

●実務担当者を悩ませる
“使い難さ”と，心配される
“モラル・ハザード”

一つは管理が非常に煩雑になる

ことで，例えば代替休暇や時間単

位年休の導入で人事担当者の負担

増，また給与・勤怠管理等のシス

テムを利用する企業においてはシ

ステム変更に伴うコスト増が当然

予想されます。

もう一つは職場内モラル・ハザ

ードの心配で，端的に言えば割増

賃金率が増えることを見越した意

図的な残業の増加です。例えばタ

イムカードのみで時間管理を行

い，時間外労働に対して許可制を

敷いていない企業の場合，不必要

に残業を行い60時間まで延ばそう

という社員の意図が働かないとも

限りません。仮に代替休暇制度を

導入・奨励したとして，少々の休

暇よりも金銭としての報酬を選ぶ
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人が出てきてもさほど不思議では

ありません。

●組織全体の生産性を
高めるために

改正法への対応を考えるにあた

り，実務上は上記のような課題が

あることも認識しなければなりま

せん。そして何より，制度を有効

に活用するためには導入によって

自社で何を実現するのかという

「テーマ」を明確にするとともに，

経営トップと人事が先頭に立って

推進していくことが不可欠である

と考えます。もっとも，一口に

「残業抑制」「ワークライフ・バラ

ンス推進」といっても具体的な課

題のニュアンスは各社ごとに異な

ると思われますので，テーマ設定

の際には自社の現状を十分に把握

した上で行っていただきたいと思

います。

一つだけ言えることは，人事諸

制度は「組織の生産性を高めるた

めに活用されるべき」であり，今

回の法改正への対応もその一環と

して行われる必要があるというこ

とです。一企業として労働法規を

守ることは当然必要ですが，それ

により社員のモチベーションを高

め，ひいては組織全体の生産性を

高めていくことがより重要です。

その意味では「代替休暇」「時間

単位年休」の制度などは，「とり

あえず導入する」「他所もやって

いるから」といった消極的な理由

しかないのであれば，導入をしな

いほうが賢明かもしれません。使

われない制度ほど残念なものはな

く，また今回の制度は複雑さが指

摘されているだけに，無計画に導

入すれば社内の混乱を来すだけに

終わる可能性もあります。

反対に，社内の推進体制（トッ

プによるメッセージ発信，人事部

門による諸制度活用策の検討に加

え，現場マネージャー層の制度運

用力強化による組織内浸透も重要

でしょう）を整えることができる

のであれば，今回の法改正への対

応による効果も十分期待できま

す。「代替休暇」「時間単位年休」

などは社員の細かい希望に応える

制度としてES向上に資するもの

ですので，積極的に活用していた

だきたいと思います。これを機会

として本格的に自社の労働時間管

理に取り組むのもよいでしょう。

しかしながら，先述のように改

正法の内容自体もいくつかの課題

を抱えています。これらを自社で

十分活用できるレベルまで落とし

込むことが必須であり，人事担当

者の腕の見せ所ではありますが，

制度自体もスタートしたばかりで

各社とも手探りの段階というのが

実状でしょう。

今回は制度活用の前提条件につ

いて整理してみました。この連載

では今後 3 回にわたり，各制度の

ポイントと実務上の課題について

改めて解説するとともに，運用上

有用と思われる視点についても紹

介していきます。今現在運用をさ

れている企業の経営者・人事担当

者の方々，あるいは今後導入を検

討している方々の参考になれば幸

いです。

もりなか けんすけ 現在，株式会社新経営サービス人事戦略研究所所属コンサルタント。主に中堅・
中小企業を対象に人事・賃金制度構築のコンサルティングを行うとともに，就業規則改定・残業削減対策
など労務管理の分野でも積極的に活動している。
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改正労基法対応で実現したい「テーマ」設定 

組織の生産性向上 
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■ 改正労基法への対応と制度活用の視点 

著者執筆の小冊子を無料プレゼント！

「労働法実務入門」（1）～（4）

ご希望の方は下記アドレスより「人事
制度ノウハウ」へアクセス

「人事戦略研究所」http://jinji.jp

URL : www.busi-pub.com


	2010年08月号_URL
	102/148
	103/148


